
税

市
税
の
納
付

　

７
月
31
日
㈮
は
固
定
資
産
税
第
2

期
分
の
納
期
限
で
す
。
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税
・
市
府
民
税

第
1
期
分
、
軽
自
動
車
税
全
期
分
の

納
期
限
は
過
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
ま

だ
納
付
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
税
の
納
付
に
は
口
座
振

替
の
利
用
が
便
利
で
す
。

■
納
期
限
内
に
納
め
な
い
と
…
督
促

状
（
１
通
80
円
の
手
数
料
を
徴
収
）

に
よ
り
納
付
を
促
し
ま
す
。
ま
た
、

本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
負
担
が
増
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

■
滞
納
が
続
く
と
…
納
期
限
ま
で
に

納
め
た
納
税
者
と
の
公
平
を
保
ち
、

大
切
な
市
税
収
入
を
確
保
す
る
た

め
、
や
む
を
得
ず
滞
納
し
て
い
る
人

の
財
産
（
不
動
産
、
給
与
、
預
貯
金

な
ど
）
を
調
査
の
う
え
、
差
押
さ
え

し
、
換
価
（
公
売
・
取
立
）
す
る
な

ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
滞
納
処

分
は
最
終
手
段
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
、
市
税
は

納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

■
滞
納
処
分
の
状
況
（
件
）

問
合
先　

税
務
課

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

（
☎
４
６
２・３
４
７
１
）

【
所
得
税
の
予
定
納
税（
第
１
期
分
）】

　

前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額
な
ど

を
基
に
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額

が
15
万
円
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、

原
則
、
こ
の
予
定
納
税
基
準
額
の
３

分
の
１
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
７
月（
第

１
期
分
）
と
11
月
（
第
２
期
分
）
に

納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
へ
は
、
６
月
中
旬

頃
に
書
面
ま
た
はe-Tax

メ
ッ
セ
ー

ジ
ボ
ッ
ク
ス
（
電
子
通
知
を
希
望
し

た
人
の
み
）
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
予
定
納
税
は
振
替
納
税
（
※
）

の
対
象
で
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

（
※
）
…
前
に
税
務
署
へ
届
け
出
た
預

貯
金
口
座
か
ら
自
動
引
落
し
に
よ
り

納
付
手
続
が
完
結
し
ま
す
。

【
大
阪
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー
の
名

称
変
更
に
つ
い
て
】

　

令
和
６
年
７
月
以
降
、
泉
佐
野
税

務
署
管
内
の
納
税
者
の
み
な
さ
ん
か

ら
提
出
い
た
だ
い
た
申
告
書
や
申
請

納
税
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
は
じ
め
て
の
複
式
簿
記（
入
門
編
）】

　

こ
の
教
室
は
泉
佐
野
税
務
署
と
共

催
で
、
初
め
て
簿
記
を
学
ぶ
個
人
事

業
者
の
人
を
対
象
に
、
簿
記
の
基
礎

知
識
と
複
式
簿
記
で
の
記
帳
に
至
る

ま
で
を
４
回
に
分
け
て
開
催
し
ま
す
。

　

経
営
の
充
実
お
よ
び
令
和
９
年
か

ら
改
正
さ
れ
る
青
色
申
告
特
別
控
除

適
用
の
た
め
に
も
、
複
式
簿
記
で
の

記
帳
を
学
ぶ
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

日
時　

9
月
4
日
㈮
・
8
日
㈫
・
10

日
㈭
・
11
日
㈮ 

午
後
１
時
〜
4
時

（
全
４
回
）

対
象　

個
人
事
業
者
（
事
業
専
従
者

を
含
む
）

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

講
師　

㈱
Ｎ
Ｋ
サ
ポ
ー
ト
派
遣
講
師

受
講
料　

５
，
０
０
０
円
（
会
員
は

無
料
）　

場
所
・
申
込
・
問
合
先　

７
月
３
日

㈮
〜
８
月
７
日
㈮
に
電
話
、
e
メ
ー

ル
（izum

isano@
nk-net.co.jp

）

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
（
公
社
）

泉
佐
野
納
税
協
会
（
☎
４
６
２・
０

６
３
４ 

）
へ

処分内容 令和5年度 令和6年度 令和7年度

差
押
不動産 32 53 56

預貯金など債権 577 595 659

交付要求 91 104 106

抵当権の設定 0 0 0

公
売
不動産 0 1 0

動産 3 0 0

▲
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
の
納
付
手
続

▶
（
公
社
）
泉
佐
野

納
税
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

税

書
は
、
原
則
と
し
て
「
大
阪
国
税
局

業
務
セ
ン
タ
ー
大
手
前
分
室
」
で
処

理
し
て
い
ま
す
の
で
、
書
面
に
よ
り

申
告
書
や
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

は
、
業
務
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。（
業
務
セ
ン
タ
ー
へ

直
接
書
類
を
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。）

　

な
お
、
令
和
８
年
７
月
10
日
㈮
以

降
、
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。

変
更
前　

大
阪
国
税
局
業
務
セ
ン

タ
ー
大
手
前
分
室

変
更
後　

大
阪
国
税
局
大
手
前
業
務

セ
ン
タ
ー

所
在
地
（
変
更
な
し
）

〒
５
４
０
・
８
５
４
３ 

大
阪
市
中
央

区
大
手
前
１
丁
目
５
番
44
号 

大
阪

合
同
庁
舎
第
１
号
館

※
泉
佐
野
税
務
署
の
窓
口
で
も
提
出

は
可
能
で
す
が
、
セ
ン
タ
ー
へ
転
送

後
に
処
理
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の

で
、
処
理
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
税
証
明
書
を
郵
送
で
請

求
す
る
場
合
に
は
、
封
筒
に
「
納
税

証
明
書
交
付
請
求
書
在
中
」
と
明
記

の
上
、
泉
佐
野
税
務
署
へ
送
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
便
利
な
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
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